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R7.5.29令和7年第2回定例記者会見

物価高騰対応農業用機器等整備支援事業について

以下に該当する農業用機器等の導入・更新
に係る経費を支援

01 省エネ
02 農作業の高効率化

03 高温対策（気候変動対策）
対象 補助率 補助限度額

個人 2/3以内 １補助事業当たり
50万円以内

農業者団体 2/3以内 １補助事業当たり
100万円以内
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